
特別支援学校の進路検討部会（経過報告）

○ 平成２５年度 通所施設利用調整の結果

新潟市在住の卒業見込生 １３１人
利用申込者（実人数） ７６人［５８％］ （市外施設希望者除く）
調整の結果、利用申込者全員が第１希望の施設で利用が可能となった。
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○ 就労継続支援Ｂ型利用希望者のアセスメント状況

・ 就労継続支援Ｂ型利用希望者について、事前に学校で行ったアセスメントの結果に基づ
き、就労移行支援が妥当と判定された場合、学校での進路指導では、就労移行支援の選択
を促した。

・ 就労継続支援Ｂ型利用希望者について、就労移行支援事業所によるアセスメントの結果
に基づき、就労移行支援を選択した者も一定数現れた。

・ 身近な地域の就労継続支援Ｂ型事業所の利用を希望する本人や学校と、通所可能と判
断する就労移行支援事業所との意見の相違が見られた。



○ 検討事項

【就労継続支援Ｂ型の利用に係るアセスメント関係】
・ アセスメントシートの項目数、評価基準の見直し（３２項目は事業所の負担が大。）
・ 実習期間の設定（アセスメントに費やす期間の考え方が事業所によって異った。）
・ 暫定支給決定の必要性（平成２６年度末で経過措置が終了）

⇒１８歳未満の児童は、１８歳以上の者とみなす決定（「者みなし」）を行い暫定支給決定
をすることが必要となるため、「者みなし」に伴い放課後等デイサービスが利用できなくなる。

【サービスの地域格差】
・ 移動手段（公共交通機関、送迎サービス）の制約から、選択できる施設が限られる
・ 地域ごとのサービスの需要と供給差（利用者が少ない事業参入しない地域格差）・ 地域ごとのサービスの需要と供給差（利用者が少ない事業参入しない地域格差）

【企業就労関係】
・ 障がい者のできる仕事の切り出し（得意な仕事とのマッチング、企業へのアピール）
・ 就労に関するネットワークの構築

【部会構成員】
部会長 相談支援センターあると 佐藤 里香
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（福祉施設）ポプラの家 山賀 亮一 、きぼう福祉園 野崎 雅之 、けやき福祉園 佐藤 雅子
（相談支援事業所）新潟市障がい者生活支援センター 本間 碧
（区役所）西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 村尾 章


